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労働者との合意があれば、「口座振込」、「デジタル払い」でもよいとされています。
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労働基準法では 1日 8時間の法定労働時
間を超えた場合、25％以上（1カ月に 60
時間を超える場合には 50％以上）の割増
賃金を支払わなければなりません。また、
22 時～ 5時までの深夜労働に対しては、
50％以上（時間外労働 25％以上 +深夜労
働 25％以上）の割増賃金を支給しなけれ
ばなりません。1週間の労働時間が 40 時
間を超えた場合も、時間外労働の割増賃
金を支払わなければなりません。

1058円 16

採用される場合、労働条件について、労働基準法では
「会社は労働者に書面を交付して明示しなければなら
ない」と定めています。ここでいう、書面とは、「労働条
件通知書」や「労働契約書」のことです。
ただし、労働者が希望した場合は、書面でなく、プリント
できるメール等でも問題ありません。







※令和７年３月時点の諸制度を踏まえたものです。



【職場環境改善に関すること】
■京都企業人材確保センター
TEL.075-682-8948

【デジタルスキルに関すること】
■京都府生涯現役クリエイティブセンター
TEL.075-741-8600

■京都お仕事相談窓口
TEL.075-682-8919（京都テルサ）
TEL.075-741-8630（京都経済センター）

■京都府労働相談所
TEL.0120-786-604 ※京都府内限定
TEL.075-661-3253

※…期間の定めのある働き方ですが、有期労働契約
が 5年を超えて更新された場合は、労働者からの申
し出により、期間の定めのない雇用契約に転換され
ることを意味します。ただし、高度の専門的知識等
を有する有期雇用労働者や定年再雇用の例外もあり
ます。

職場



※令和 6年 10 月 1日～京都府 時間額 1058 円





116.4 日
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(2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請）
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